
令和8年度

ものづくりアドバイザー
派遣事業

各種課題の解決を支援します！

専門家派遣

専門家とは？
■中小企業診断士、技術士、ＩＴコー
ディネーター、食品生産管理アドバイ
ザー、情報処理技術者、大学関係者、民
間企業技術者、専門性の高い業務実績を
お持ちの方など
■多岐にわたる課題に対応できるよう幅
広い分野の専門家の方々に登録いただい
ています。

事業テーマとは？
■経営力の向上（生産管理・生産現場改善・生産性向上・
ＩＴ導入などによる生産技術革新等）

■技術力の向上（新技術開発・技術改良などによる技術力
強化・高度化等）

■販路開拓（新分野進出含む） ○海外展開
■創業・再チャレンジ ○事業承継
■脱炭素化（脱炭素化に向けた取組や新しいビジネスモデル
構築等）

※当財団「国際規格等認証取得促進助成事業」で対象とするISO等
国際規格認証取得については、当助成事業をご活用ください。

活用・成果例
■A社（食品製造業）⇒「製造ラインの見直しで生産性が大きく向上！」
現場のレイアウトと動線を根本から見直し、作業の停滞をなくすことで、製造効率が大幅にアップ！

■Ｂ社（食品製造業）⇒「バイヤー目線のアドバイスで新商品誕生！」
バイヤー専門家の支援のもと、原材料調達やレシピの見直し・パッケージ刷新・価格戦略の再構築を実
施。既存品の改良と新商品開発により、全国規模の販路拡大に向けた足がかりを作った。

■Ｃ社（製造業）⇒「自社製品の価値を再定義！」
専門家の指導を受け、VE（価値工学）手法を用いて、自社製設備の機能とコストを再定義した結果、
新たな機能実装と製造コスト削減が可能となり、設備の改良に向けた道筋を作ることができた！
また、上記を通じて、社内にVEを活用した製品開発手法を取り込むことができた。

支援対象者 島根県内に本社、支社、工場等をもつ「ものづくり産業企業」のうち、
事業テーマへの意欲的な取り組みにより、支援効果が期待できる、次の
いずれかに該当する方
①中小企業者（個人事業主を含む） ※みなし大企業を含む
②創業者
③3社以上の企業グループで経営革新計画の承認を受けた者

※目的や課題を明確にし、数値目標等設定により計画的に取り組み、完了後の達成度など効果を測定・検証
するための計画を作成してください。

派 遣 費 用 無料 ※講師への謝金（規定の額）および旅費は財団が負担します。

派 遣 回 数 一般型 上限：年間24時間（回数は計6回が上限）
※所定要件を満たすことで年間48時間、回数は計12回 （1 回当りの標準所要時間は4
時間)まで実施可能な「事業再構築型」、「プロジェクト型」有り

※三菱マヒンドラ農機（株）又はリョーノーファクトリー（株）と直接・間接の取引が
あり、売上全体の5％（直近決算期又は直近３か年の決算期時点の平均）以上を占めて
いる場合は、「事業再構築型」で活用いただくことができます。

※支援対象者③の企業グループは、上記回数とは別に6回（標準所要時間8時間/回）ま
で実施可能な「企業連携型」有り

※事業テーマ「脱炭素化」については、その他の事業テーマで専門家の派遣を受けてい
ても、それとは別に活用いただくことができます。

募 集 期 間 令和9年1月末まで（実施期間は令和9年２月末まで）
※予算上限に達した段階で募集を終了いたします。

■県西部エリア（大田市以西）の事業者様
公益財団法人しまね産業振興財団 石見事務所
浜田市相生町１３９１－８（いわみぷらっと内）
TEL：（０８５５）２４－９３０１
FAX：（０８５５）２２－０５７７
E-mail：iwm@joho-shimane.or.jp

■県東部エリア・隠岐エリアの事業者様
公益財団法人しまね産業振興財団 経営支援課
松江市北陵町1番地（テクノアークしまね内）

TEL：（０８５２）６０－５１１５
FAX：（０８５２）６０－５１０５
E-mail：con@joho-shimane.or.jp

【問い合わせ先】

■事業テーマ「脱炭素化」の場合の窓口
公益財団法人しまね産業振興財団 新事業支援課
松江市北陵町1番地（テクノアークしまね内）

TEL：（０８５２）６０－５１１２
FAX：（０８５２）６０－５１０６
E-mail：sat@joho-shimane.or.jp



提出書類 ①専門家派遣要請書、②専門家派遣事業計画書、③企業パンフレット等、
④直近２期分の決算書類（賃借対照表、損益計算書、販管費及び一般管理費の内訳、
製造原価報告書、株主資本等変動計算書、個別注記）、⑤県税納税証明書、⑥その他
必要な書類
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ヒアリング・事前審査

①専門家派遣要請 ※書類提出

②専門家派遣決定通知

③派遣専門家の紹介 ※

⑩効果測定等フォロー

⑤専門家派遣の依頼 ※④派遣専門家の指名 ※

⇔ 専門家派遣方針の作成 ⇔

登

録
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⇔ 専門家派遣方針の作成 ⇔

⑥専門家派遣承諾 ⑥専門家派遣承諾

⑦助言報告書 （派遣毎）

⑧謝金および旅費の支払い

⑨事業成果報告書・アンケート提出

希望の専門家が、当財団の専門家
名簿に登録されていない場合は、
事前に登録の手続きを行っていた
だきます。

専門家派遣による指導実施

※印

派遣要請時点で支援対象者から希望専
門家の指名がある場合には省略

【要請～派遣～完了までの流れ】

まずは、電話・メールでお気軽に問い合わせください。

＊本事業は財源の一部に国の事業を活用しており、その関係上、ご利用事業者様に雇用状況
などについての調査を実施させていただく場合がございます。予めご承知おきください。

本事業の詳細や様式は財団HPをご確認ください。

【県東部エリア・隠岐エリア】
（公財）しまね産業振興財団 経営支援課

TEL ０８５２－６０－５１15
E-mail con@joho-shimane.or.jp

【県西部エリア（大田市以西）】
（公財）しまね産業振興財団 石見事務所

TEL ０８５５－２4－９３０１
E-mail iwm@joho-shimane.or.jp

【事業テーマ「脱炭素化」の場合】
（公財）しまね産業振興財団 新事業支援課

TEL ０８５２－６０－５１１２
E-mail sat@joho-shimane.or.jp
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